
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公

布 す る 。  

令 和 ５ 年 ３ 月 31日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団  

企 業 長  永 藤  英 機  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 規 則 第 ２ 号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す

る 規 則  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企

業 団 規 則 第 ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に

下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

目次 目次 

第１章・第２章 （略） 第１章・第２章 （略） 

第 ３ 章  審 議 会 へ の 諮 問 を し た 旨 の 通 知

等（第９条・第10条） 

第３章  審査会への諮問をした旨の通知

等（第９条・第10条） 

第４章 審議会への提出資料の閲覧等（ 

第11条・第12条） 

第４章 審査会への提出資料の閲覧等（ 

第11条・第12条） 

第５章 （略） 第５章 （略） 

附則 附則 

  

（趣旨） （趣旨） 

第１条  この規則は、企業長が管理する行

政文書（大阪広域水道企業団情報公開条

例（平成 23年大阪広域水道企業団条例第

４号。以下「条例」という。）第２条第

１項に規定する行政文書をいう。以下同

じ。）について条例の施行に関し必要な

事項を定め、併せて条例第 23条第２項及

び第４項並びに第 25条の規定により大阪

広域水道企業団情報公開・個人情報保護

審議会（以下「審議会」という。）に提

出された意見書又は資料（以下「意見書

等」という。）の閲覧等（条例第 27条第

１項に規定する閲覧等をいう。第４章に

おいて同じ。）に関する事項その他の条

例の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

第１条  この規則は、企業長が管理する行

政文書（大阪広域水道企業団情報公開条

例（平成 23年大阪広域水道企業団条例第

４号。以下「条例」という。）第２条第

１項に規定する行政文書をいう。以下同

じ。）について条例の施行に関し必要な

事項を定め、併せて条例第 23条第２項及

び第４項並びに第 25条の規定により大阪

広 域 水 道 企 業 団 情 報 公 開 審 査 会 （ 以 下

「審査会」という。）に提出された意見

書 又 は 資 料 （ 以 下 「 意 見 書 等 」 と い

う。）の閲覧等（条例第 27条第１項に規

定する閲覧等をいう。第４章において同

じ。）に関する事項その他の条例の施行

に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

  



（公開の実施等） （公開の実施等） 

第８条 （略）  第８条 （略）  

２  （略） ２ （略） 

３ （略） ３ （略） 

(１ ) 録音テープ又は録音ディスク  当

該 録音テー プ又は録 音ディス クを光デ

ィスクに複写したもの 

(１ ) 録音テープ又は録音ディスク  当

該 録音テー プ又は録 音ディス クを録音

カセットテープ（記録時間120分のもの

に限る。以下同じ。）に複写したもの 

(２ ) ビ デ オ テ ー プ 又 は ビ デ オ デ ィ ス ク    

当 該 ビ デオ テ ー プ又 は ビ デオ デ ィス

クを光ディスクに複写したもの 

(２ ) ビ デ オ テ ー プ 又 は ビ デ オ デ ィ ス ク 

当 該 ビ デオ テ ー プ又 は ビ デオ デ ィ ス

ク をビデオ カセット テープ（ ブイエッ

チエス方式の記録時間120分のものに限

る。以下同じ。）に複写したもの 

(３ ) （略） (３ ) （略） 

４ （略） ４ （略） 

５ （略） ５ （略） 

(１ ) 録音テープ又は録音ディスク  当

該 録音テー プ又は録 音ディス クを録音

カ セットテ ープその 他これに 類する物

に 複写した ものを更 に光ディ スクに複

写したもの 

(１ ) 録音テープ又は録音ディスク  当

該 録音テー プ又は録 音ディス クを録音

カ セットテ ープその 他これに 類する物

に 複写した ものを更 に他の録 音カセッ

トテープに複写したもの 

(２ ) ビデオテープ又はビデオディスク 

当 該ビデオ テープ又 はビデオ ディスク

を ビデオカ セットテ ープその 他これに

類 する物に 複写した ものを更 に光ディ

スクに複写したもの 

(２ ) ビデオテープ又はビデオディスク 

当 該ビデオ テープ又 はビデオ ディスク

を ビデオカ セットテ ープその 他これに

類 する物に 複写した ものを更 に他のビ

デオカセットテープに複写したもの 

(３ ) （略） (３ ) （略） 

６～11 （略） ６～11 （略） 

  

第 ３ 章  審 議 会 への 諮 問 をし た 旨 の

通知等 

第 ３ 章  審 査 会 への 諮 問 をし た 旨 の

通知等 

  

（諮問をした旨の通知） （諮問をした旨の通知） 

第９条  条例第 21条の規定による通知は、

審査請求人が請求者の場合にあっては審

議会諮問通知書（様式第 14号）、審査請

求人が第三者の場合にあっては審議会諮

問 通 知 書 （ 様 式 第 14号 の ２ ） に よ り 行

う。 

第９条  条例第 21条の規定による通知は、

審査請求人が請求者の場合にあっては審

査会諮問通知書（様式第 14号）、審査請

求人が第三者の場合にあっては審査会諮

問 通 知 書 （ 様 式 第 14号 の ２ ） に よ り 行

う。 

  



第 ４ 章  審 議 会 への 提 出 資料 の 閲 覧

等 

第 ４ 章  審 査 会 への 提 出 資料 の 閲 覧

等 

  

（意見書等の閲覧等の求め） （意見書等の閲覧等の求め） 

第 12条  条例第 27条第１項の規定により意

見書等の閲覧等を求めようとする審査請

求人等（条例第 23条第４項に規定する審

査請求人等をいう。以下同じ。）は、提

出資料閲覧等請求書（様式第 17号）を審

議会に提出しなければならない。 

第 12条  条例第 27条第１項の規定により意

見書等の閲覧等を求めようとする審査請

求人等（条例第 23条第４項に規定する審

査請求人等をいう。以下同じ。）は、提

出資料閲覧等請求書（様式第 17号）を審

査会に提出しなければならない。 

２  審議会は、前項の提出資料閲覧等請求

書の提出があったときは、速やかに、閲

覧等の諾否を決定し、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定める書

面により当該提出をした審査請求人等に

その旨を通知しなければならない。 

２  審査会は、前項の提出資料閲覧等請求

書の提出があったときは、速やかに、閲

覧等の諾否を決定し、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定める書

面により当該提出をした審査請求人等に

その旨を通知しなければならない。 

(１ )～ (３ ) （略） (１ )～ (３ ) （略） 

３  審議会は、前項の規定により閲覧等の

諾否を決定する場合において、当該閲覧

等に係る意見書等に第三者（国、地方公

共団体、独立行政法人等（条例第８条第

１項第１号に規定する独立行政法人等を

いう。）、地方独立行政法人、地方住宅

供給公社、土地開発公社、地方道路公社

及び第１項の規定により提出資料閲覧等

請 求 書 を 提 出 し た も の 以 外 の も の を い

う。以下同じ。）に関する情報が記録さ

れているときは、あらかじめ当該第三者

の意見を聴くことができる。 

３  審査会は、前項の規定により閲覧等の

諾否を決定する場合において、当該閲覧

等に係る意見書等に第三者（国、地方公

共団体、独立行政法人等（条例第８条第

１項第１号に規定する独立行政法人等を

いう。）、地方独立行政法人、地方住宅

供給公社、土地開発公社、地方道路公社

及び第１項の規定により提出資料閲覧等

請 求 書 を 提 出 し た も の 以 外 の も の を い

う。以下同じ。）に関する情報が記録さ

れているときは、あらかじめ当該第三者

の意見を聴くことができる。 

４  審議会は、審査請求人等の求めがあっ

たときは、審議会に提出された当該審査

請求人等に係る事件に関する意見書等の

目録を閲覧に供しなければならない。 

４  審査会は、審査請求人等の求めがあっ

たときは、審査会に提出された当該審査

請求人等に係る事件に関する意見書等の

目録を閲覧に供しなければならない。 

  

別表（第14条関係） 

項 区分 費用の額 

１ （略） （略） 

２ （略） （略） （略） 

備考 （略） 

別表（第14条関係） 

項 区分 費用の額 

１ （略） （略） 

２ 録音カセットテープへの複写によ

る作成 

１巻につき

270円 

３ ビデオカセットテープへの複写に

よる作成 

１巻につき

320円 

４ （略） （略） （略） 

備考 （略） 



様式第１号（第２条関係） 

行政文書等公開請求書 

（略） 

（略） （略） 

希 望 す る

公 開 の 実

施方法 

１・２ （略） 

３ 写しの交付の方法 

 □用紙  

 

 

□ Ｃ Ｄ － Ｒ 又 は Ｄ Ｖ Ｄ －

Ｒ 

（略） （略） 

（略） 
 

様式第１号（第２条関係） 

行政文書等公開請求書 

（略） 

（略） （略） 

希 望 す る

公 開 の 実

施方法 

１・２ （略） 

３ 写しの交付の方法 

 □用紙  □録音カセット

テープ □ビデオカセッ

トテープ 

 □ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－

Ｒ 

（略） （略） 

（略） 
 

  

様式第13号（第８条関係） 

公開実施方法等申出書 

（略） 

（略） （略） 

希 望 す る

公 開 の 実

施方法 

１・２ （略） 

３ 写しの交付の方法 

 □用紙  

 

 

 □ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－

Ｒ 

（略） （略） 

（略） 
 

様式第13号（第８条関係） 

公開実施方法等申出書 

（略） 

（略） （略） 

希 望 す る

公 開 の 実

施方法 

１・２ （略） 

３ 写しの交付の方法 

 □用紙  □録音カセット

テープ □ビデオカセッ

トテープ 

 □ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－

Ｒ 

（略） （略） 

（略） 
 

  

様式第14号（第９条関係） 

審議会諮問通知書 

（略） 

  年  月  日付け 第  号の行政文書の

公開決定等に対する審査請求について、次

のとおり大阪広域水道企業団情報公開・個

人情報保護審議会に諮問したので、大阪広

域水道企業団情報公開条例第21条の規定に

より通知します。 

（略） 
 

様式第14号（第９条関係） 

審査会諮問通知書 

（略） 

  年  月  日付け 第  号の行政文書の

公開決定等に対する審査請求について、次

のとおり大阪広域水道企業団情報公開審査

会に諮問したので、大阪広域水道企業団情

報 公 開 条 例 第 21条 の 規 定 に よ り 通 知 し ま

す。 

（略） 
 

  

様式第14号の２（第９条関係） 

審議会諮問通知書 

（略） 
 

様式第14号の２（第９条関係） 

審査会諮問通知書 

（略） 
 



  年  月  日付け 第  号の行政文書の

公開決定等に対する審査請求について、次

のとおり大阪広域水道企業団情報公開・個

人情報保護審議会に諮問したので、大阪広

域水道企業団情報公開条例第21条の規定に

より通知します。 

（略） 
  

年 月  日付け 第 号の行政文書の

公開決定等に対する審査請求について、次

のとおり大阪広域水道企業団情報公開審査

会に諮問したので、大阪広域水道企業団情

報 公 開 条 例 第 21条 の 規 定 に よ り 通 知 し ま

す。 

（略） 

  

様式第17号（第12条関係） 

提出資料閲覧等請求書 

（略） 

大阪広域水道企業団情報公開・個人情報保

護審議会会長 様 

（略） 

大阪広域水道企業団情報公開条例第27条

第１項の規定により、次のとおり大阪広域

水道企業団情報公開・個人情報保護審議会

への提出資料の閲覧等を求めます。 

（略） （略） 

希 望 す る

閲 覧 等 の

実 施 の 方

法 

１・２ （略） 

３ 写しの交付の方法 

 □用紙  

 

 

 □ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－

Ｒ 

（略） （略） 

（略） 
 

様式第17号（第12条関係） 

提出資料閲覧等請求書 

（略） 

大阪広域水道企業団情報公開審査会会長 

様 

（略） 

大阪広域水道企業団情報公開条例第27条

第１項の規定により、次のとおり大阪広域

水道企業団情報公開審査会への提出資料の

閲覧等を求めます。 

（略） （略） 

希 望 す る

閲 覧 等 の

実 施 の 方

法 

１・２ （略） 

３ 写しの交付の方法 

 □用紙  □録音カセット

テープ □ビデオカセッ

トテープ 

 □ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－

Ｒ 

（略） （略） 

（略） 
 

  

様式第18号（第12条関係） 

提出資料閲覧等承諾通知書 

（略） 

大阪広域水道企業団情報公開・個人情報

保護審議会会長 印 

 

  年  月  日付けで求めのあった審議会

への提出資料の閲覧等については、大阪広

域水道企業団情報公開条例施行規則第12条

第２項の規定により、次のとおり承諾する

こととしたので通知します。 

（略）  

審 議 会 事

務局 

 

（略）  

注：１ （略） 
 

様式第18号（第12条関係） 

提出資料閲覧等承諾通知書 

（略） 

大阪広域水道企業団情報公開審査会会長 

印 

 

  年  月  日付けで求めのあった審査会

への提出資料の閲覧等については、大阪広

域水道企業団情報公開条例施行規則第12条

第２項の規定により、次のとおり承諾する

こととしたので通知します。 

（略）  

審 査 会 事

務局 

 

（略）  

注：１ （略） 
 



２ 記載された閲覧等の日時に支障の

ある場合は、あらかじめ審議会事務

局に連絡してください。 
 

２ 記載された閲覧等の日時に支障の

ある場合は、あらかじめ審査会事務

局に連絡してください。 
 

  

様式第19号（第12条関係） 

提出資料閲覧等一部承諾通知書 

（略） 

大阪広域水道企業団情報公開・個人情報

保護審議会会長 印 

 

  年  月  日付けで求めのあった審議会

への提出資料の閲覧等については、大阪広

域水道企業団情報公開条例施行規則第12条

第２項の規定により、次のとおり一部を承

諾することとしたので通知します。 

（略）  

審 議 会 事

務局 

 

（略）  

注：１ （略） 

２  記載された閲覧等の日時に支障の

ある場合は、あらかじめ審議会事務

局に連絡してください。 
 

様式第19号（第12条関係） 

提出資料閲覧等一部承諾通知書 

（略） 

大阪広域水道企業団情報公開審査会会長 

印 

 

  年  月  日付けで求めのあった審査会

への提出資料の閲覧等については、大阪広

域水道企業団情報公開条例施行規則第12条

第２項の規定により、次のとおり一部を承

諾することとしたので通知します。 

（略）  

審 査 会 事

務局 

 

（略）  

注：１ （略） 

２ 記載された閲覧等の日時に支障の

ある場合は、あらかじめ審査会事務

局に連絡してください。 
 

  

様式第20号（第12条関係） 

提出資料閲覧等拒否通知書 

（略） 

大阪広域水道企業団情報公開・個人情報

保護審議会会長 印 

 

  年  月  日付けで求めのあった審議会

への提出資料の閲覧等については、大阪広

域水道企業団情報公開条例施行規則第12条

第２項の規定により、次のとおり拒否する

こととしたので通知します。 

（略）  

審 議 会 事

務局 

 

（略）  
 

 

様式第20号（第12条関係） 

提出資料閲覧等拒否通知書 

（略） 

大阪広域水道企業団情報公開審査会会長 

印 

 

  年  月  日付けで求めのあった審査会

への提出資料の閲覧等については、大阪広

域水道企業団情報公開条例施行規則第12条

第２項の規定により、次のとおり拒否する

こととしたので通知します。 

（略）  

審 査 会 事

務局 

 

（略）  
 

 

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 前 の 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則 の 様 式 に よ り 作

成 し た 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し た 上 、 こ の 規 則 の 様 式 に よ

り 作 成 し た 用 紙 と し て 使 用 す る こ と が で き る 。  


